
平成２９年（行ウ）第２３２号　損害賠償事件（住民訴訟）

原　告　 外１名

被　告　国分寺市長　

平成２９年１２月７日

東京地方裁判所　民事第５１部２Ｄ係　御中

被告訴訟代理人弁護士　

原告ら訴訟代理人弁護士　　

同　　　　　　　　　　　

原告第１準備書面の訂正（加筆・削除）

原告第１準備書面につき、下記の表のとおり訂正（加筆及び削除）致します。

内容に変更はありません。訂正後の原告第１準備書面を添付いたします。

加除個所 加除内容

２頁２２行目 「本件条例」の下線削除

３頁５行目 「原告らも」の下線削除

５頁１９行目 「して所有していた」に「して市が所有していた」の２文字を挿入（下

線が挿入部分）

７頁８行目 「なお、婚本ブログは、」から「婚」の１文字削除

１８頁２３行目 「平成１２１８年１１月３０日」から「１２」を２文字を削除し、「１８」の下線

を削除する

２５頁８行目 「法律専門家の」の６文字削除

２７頁３～４行目 「（乙８８、16  １６頁）から「８」と「16」の３文字削除
２７頁１０行目 「前市長星野は、一連の行為によって本件条例改正を成立させ営

業の自由」の１行全部（３２文字）削除

２７頁１１～１２行

目

「前市長星野の職務上の義務の違背の侵害という公権力の違法な

行使において主導的な役割を果たした」から３０文字削除（下線が

削除部分）

以上




